
資料４ 

委員会インターネット中継時（常任・特別・議運）のマイクについて 

常任委員会、特別委員会、議会運営委員会のインターネット中継におけるマ

イクについて、当初卓上に有線マイクの設置を想定していたが、次の理由によ

り集音マイクとしたい。 

１ 理由 

有線マイクの場合、発言時にマイクスイッチを ON にする必要があり、OFF

のまま発言した場合、中継に全く音声が入らないおそれがあるため、集音マ

イクのほうがより安全であり、また予算面においても効率的であるため。 

２ 設置本数 

（１）第１～８会議室（常任委員会・特別委員会）：各部屋４～５本程度 

（２）議会中会議室（議会運営委員会）：９本程度 

３ 設置箇所 

  音声テストを行い、設置箇所を決定する。 

（参考）集音マイク画像（天井吊り下げ） 


